
 

子パンダ保育園 重要事項説明書 

一般社団法人平塚未来企画 

                     

1.  事業目的 

事業の目的 独自の子育て支援を行い、子どもの健全な成長のための保育を行う。 

保育理念 個を尊重し、個の健やかな成長を見守り、支える。 

 

 

２．保育目標 

・安心と安らぎを感じながら過ごす。 

・日々の活動の中で「楽しさ」を感じる。 

・小さな集団社会の中で気付き、学ぶ。 

 

 

３．保育園の概要 

設 置 者 一般社団法人平塚未来企画 代表 平塚 洋子 

所 在 地 東京都西東京市保谷町 3 丁目１7 番 21 

認 可 年 月 日 平成 29 年 3 月 7 日 

保育園名・住所 子パンダ保育園 西東京市保谷町 3 丁目１7 番 21 

電 話 番 号 042－468－5336 

施 設 長 氏 名 柿島 和雄 

入 所 定 員 ０歳児 8 名 ・１歳児 8 名  ・２歳児 8 名   

３歳児 13 名・４歳児 13 名・5 歳児 13 名   計 63 名 

職 員 数 有資格保育士  保育士 19 名、保育補助 4 名、栄養士 1 名、調理師 3 名、調理補助 1 名 

看護師 1 名、事務員２名、用務員１名 

保 育 種 類 月極保育、延長保育、障害児保育（応相談） 

嘱 託 医 
安部 浩一（内科・耳鼻科）・飯沼 かおり（歯科）・西條 裕美子（眼科） 

定期健診・歯磨き指導・健康相談等 

 

 

４．開園日・開園時間及び休園日 

開 園 日 月曜日から土曜日（土曜日保育は 8：30 から 18：00 まで 応相談） 

開 園 時 間 午前 7：00 から午後 8：00 まで（月曜日から金曜日） 

標準時間保育 午前 7：00 から午後 6：00 まで（月曜日から金曜日） 

短 時 間 保 育 午前 8：30 から午後 4：30 まで（月曜日から金曜日） 

延 長 保 育 午後 6：01 から午後 8：00 まで（月曜日から金曜日） 

休 園 日 日曜日・祝日・12 月 29 日～1 月 3 日 

 



 

＊延長保育の利用は別途延長保育料がかかります。 

＊延長保育を午後８：00 まで利用する方で夕食を希望する場合は、食事代（1 回 300 円・要予

約）がかかります。２日前までにお申し込みください。 

＊土曜日保育を希望する際は、年度はじめに勤務証明書提出してください。勤務変更があった場合

は再度提出をお願い致します。 

利用の週の水曜日までに所定の申込用紙をご提出ください。 

 

 

５．施設の概要 

建 物 鉄骨造り 2 階建て 延べ床面積 509.49 ㎡ 

 

施設の内容 

0 歳児室 40.1 ㎡  保育室・1・2 歳児室 43.99 ㎡ 3 歳児室 25.75 ㎡ 

4 歳児室 26.19 ㎡  5 歳児室 26.25 ㎡  調理室 23.52 ㎡ ホール     

71.61 ㎡  

乳児、幼児用トイレ 0 歳児沐浴室１室・シャワー1 機 医務室各園舎 1 室  

安 全 保 障 乳幼児賠償責任保険・傷害保険加入 

 

 

６．職員体制 

 常 勤 資  格 非常勤 資  格 

施設長 1 人    

保育士  7 人 保育士 12 人 保育士 

保育補助     4 人  

看護師  1 人 看護師    

栄養士・調理員  3 人 栄養士・調理師  1 人 調理師 

    1 人 調理補助 

事務員 1 人   1 人 保育士 

用務員    １人  

※勤務体制 ・早番 7:00～16:00 ・中番 8:30～17:30 ・遅番 11:00～20:00 

 

７．保育計画 

年齢 保 育 計 画 

乳児 
一人ひとりの生活リズムを重視し、スキンシップを十分にとりながら、心身

ともに快適な毎日を過ごす。 

一人ひとりの心身の発育・発達状態を把握したうえで、生理的欲求・依存欲

求を満たし、情緒の安定を図っていく。 

幼児 
一人ひとりの発育・成長を把握し、社会的な拡がり・自己表現等を認めなが

ら、身の周りの活動の自立を促していく。 

日々の保育活動を通じて、仲間とのつながり、協力して成し得る喜びを感じ

る。 

その他 
個人面談は年間設定時の他、随時対応。 

保護者懇談会は年 2 回以上（参加自由）。 

年間を通して、季節に応じた行事を開催。 



 

 

８．毎日の保育の流れ 

・1 日の保育スケジュール 

 毎日の保育は、各クラスのカリキュラムに沿って進めていきます。不明な点はいつでも職員にお

尋ね下さい。 

 雨天でなければ、健康状態を確認した後、散歩に出ます。納豆公園・せせらぎ公園・しじゅうか

ら公園・東伏見公園・柳沢児童館・グリーンパーク等へ出向き活動しています。 

 

 

９．食事について 

昼食・おやつ 

米飯給食を推進しています。栄養士が作成したメニューを元に個々に

合わせて調理します。自園の畑で収穫された野菜は子どもたちの食事

へふんだんに活用されます。毎月献立表をお配りします。 

アレルギー等 

の対応 

・使用する食材の中でアレルギー等で食べられないものがある場合 

ご相談の上、除去・代替などの対応を致します。 

・緊急時のために公立昭和病院と「アレルギーホットライン」の連携

をとっています。 

衛生管理等 
調理担当及び保育従事者は、毎月検便を行っています。管轄の保健所

（多摩小平保健所）へ届出をしています。 

 

 

１０．入園申込み時に必要な書類等 

 保育園入所申し込みは、居住地の市区町村役所へ提出していただきます。 

申し込みに関するお問い合わせは、入所窓口（西東京市：保育課）へお願いいたします。 

 

 

１１．利用の開始、終了に関して及び利用にあたっての留意事項 

 子パンダ保育園は、市が行った利用調整により当園の利用が決定され、かつ保育・教育の実施に

ついて委託を受けた際にはこれに応じます。利用開始にあたり必要事項を記載した書面にて当該

利用子どもの支給認定保護者とその内容を確認します。 

 

 当園利用児が次のいずれかに該当するときは、保育・教育の提供を終了します。 

 （１）「子ども・子育て支援法施行規則」第１条の規定に該当せず、市が利用を取り消したとき。 

 （２）支給認定保護者から保育所利用の取り消しの申し出があったとき。 

 （３）市が保育所の利用継続が不可能であると認めたとき。 

 （４）その他、利用継続において重大な支障または困難が生じたとき。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１２．保育園と保護者の連絡について 

 （１）乳幼児の保育園での状況や、家庭での状況を相互連絡するために連絡帳を活用します。 

体温、食事、睡眠、遊び、排便等、お子さんの様子をできるだけ詳しく記入するようにし

てください。 

 （２）月に 1 回、保育園だよりを発行します。 

 

  

１３．健康診断等について ※身体測定は全クラス毎月行います。 

内 科 0 歳児は毎月・1 歳児～5 歳児は年 2 回行います。 

耳鼻科 0 歳児は毎月・1 歳児～5 歳児は年 2 回行います。 

歯 科 0 歳児～5 歳児 年 1 回 その他医師による歯磨き指導を行います。 

眼 科 0 歳児～5 歳児 年 1 回 

 

 

１４．料金 

 （１）2019 年 10 月より 3 歳児から 5 歳児の保育料が無償となりました。 

給食費は 3 歳児から 5 歳児６０００円、0 歳児から 2 歳児クラスについては世帯収入 

やお子さんの年齢等に応じて基準を設けており、月額での請求となります。 

 

（２）延長保育に係る費用については、保護者の実費負担となります。延長保育時間は 18 時 

以降 1 時間 300 円です。毎月月末にその月の延長時間を集計し、翌月上旬に ICT システ

ム「コドモン」より請求配信致します。 

 

 

１５．保育園利用に際し留意していただきたいこと 

欠席、登園が遅れ

る場合 

当日急な事情で、欠席または登園が遅れる場合は登園予定時刻ま

でにご連絡ください。 

お迎えが遅れる時 分かった時点で、早めにご連絡ください。 

毎朝の検温等 登園前に必ず体温や健康状態の確認を行ってください。 

投薬について 原則として不可（詳しくはほけんのしおりをご覧下さい）。 

 

 

１６．賠償責任保険の加入 

１事故 ５００,０００,０００円 

１名につき １００,０００,０００円 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１７．緊急時対応方法 

 （１）保育中に容体の変化等があった場合は、あらかじめ保護者の緊急連絡先へ連絡し、 

嘱託医または救急隊へ連絡を取るなど必要な措置を講じます。 

 （２）保護者と連絡が取れない場合には、乳幼児の身体の安全を最優先させ、当保育園が 

責任を持って、しかるべき対処を行いますので、あらかじめ御了承ください。 

 

嘱託医 
氏名  安部 浩一（耳鼻科・内科） 

所在地 西東京市保谷町 3-24-2    電話 042-461-0781 

他、歯科医１名 眼科医１名 

救急隊 
管轄消防署名 西東京消防署 

所在地 西東京市中町 1-1-6     電話 042-421-0119 

警察署 
管轄警察署名 田無警察署 

所在地 西東京市田無町 5-2-5        電話 042-467-0110 

 

 

１８．非常災害時の対策 

消防計画・届出署 
西東京消防署 2021 年 7 月 1 日届出 

防火管理者  氏名 柿島 和雄 

避難訓練 

火災及び地震を想定した避難訓練（月１回）を実施します。 

避難想定の引き取り訓練を保護者と共に年１回行います。 

消防署指導の防災訓練を年１回行います。 

防災セキュリティ設備 
110 番通報機、監視カメラ、侵入者感知・警報器、誘導灯、 

火災報知器、消火器、AED 

避難場所 本町小学校 

備蓄品 在籍児 63 名 ミルク・水・非常時簡易食・紙オムツ他 

救急救命訓練 消防署からの派遣により職員は年 1 回救急訓練を受けます。 

 

 

１９．虐待防止のための措置に関する事項 

  子パンダ保育園職員による園児への虐待防止のため、以下の措置を講じています。 

  （１）年に２回以上の職員対象の虐待防止研修及び学習会 

  （２）虐待防止マニュアルの作成・運用 

 

 

２０．保育内容に関する苦情・相談問い合わせ 

① 子パンダ保育園          042-468-5336    

② 保谷町民生委員 第三者相談窓口  090-8044-8122 喜多野 雅司 

③ 西東京保育課   （相談係）     042-460-9842 

      

 



 

子パンダ保育園 個人情報保護方針 

 

  

 

 （社）子パンダ保育園では、個人情報保護法の重要性を深く認識し、個人情報の適切な 

 取り扱いに関し当方針を定め、職員全員に周知徹底すると共に確実に実施いたします。  

1. 法令の遵守 

（社）子パンダ保育園は、個人情報保護法その他の法令を遵守するとともに、社会環境の変化

に応じて、個人情報保護の取り組みを継続的に見直し、改善をします。 

 

2. 情報の適切な取得と利用範囲 

個人情報は、保育運営の目的達成に必要な範囲においてのみ取扱います。 

個人情報は、適法かつ公正な手段によって取得します。その際には、利用目的、利用範囲を特

定し、予め保育利用契約者（保護者）にお知らせいたします。 

 

3. 個人情報管理 

（社）子パンダ保育園では個人情報について、個人情報責任者を置き、適切な管理を行います。

また、情報の漏洩・紛失・改ざん等を防止するため、継続して保守管理の確保、向上に努めま

す。 

 

4. 第三者への開示・提供 

保有する個人情報は、契約者（保護者）の同意のある場合や、法令に基づく開示請求など、正

当な理由がある場合を除き、第三者への開示・提供はいたしません。 

 

5. 教育・啓発 

（社）子パンダ保育園は、すべての職員に対し、個人情報保護の重要性を徹底させるとともに、

個人情報を適切に取り扱うよう、教育・啓発を行います。 

 

6. 個人情報の取り扱いに関する窓口 

（社）子パンダ保育園では、個人情報に関する問い合わせ・相談に対し、適切かつ迅速に対応

できるよう、体制を整備します。 

 

 

個人情報お問い合わせ 

子パンダ保育園  ０４２－４６８－５３３６ 

 

 


